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第 章 施策の展開   
施策の体系 

本計画では、「基本目標」、「教育の方向性」、「基本方針」は、前計画をふまえながら

新たな動向をふまえ、そのうえで、「今後５年間において取り組む各施策」として 48

施策を定めて、計画の体系とします。                  

［ 基本目標 ］ ［ 今後５年間において取り組む各施策 ］ ［ 教育の方向性 ］ 

（１）幼児期の教育・保育の質を高めます 
【重点施策１】 

（２）特別支援教育を充実させます 
（３）子ども一人ひとりに寄り添った支援を 

行います【重点施策２】★ 
（４）学びの機会均等を保障します 

（１）基礎基本を確実に定着させます 
（２）「魅力ある授業」「わかる授業」を展開します

【重点施策３】 

（１）子どもの健やかなからだづくりを応援します
【重点施策４】 

（２）子どもたちの健康的な成長と発達を支援し
ます 

（３）安全・安心な学校給食を提供します 
（４）基本的生活習慣の確立をめざします 
（５）部活動のありかたを改革します★ 

（１）人権教育の充実・推進に努めます 
（２）子どもたち・教職員の人権意識を高めます 

【重点施策５】★ 
（３）防災教育を充実させます 
（４）福祉教育を充実させます 

（１）外国語活動を積極的に展開します 
（２）子どもたちの理数科目に対する関心と学習

意欲を高めます 
（３）ＩＣＴ環境を活用した教育を展開します

【重点施策６】 
（４）キャリア教育やさまざまな体験学習の機会

を提供します★ 
（５）環境教育を充実させます 

（１）読書活動を推進します【重点施策７】 
（２）学校図書館を充実させます 

２ 学ぶ意欲を高
め、確かな学
力の定着を図
ります 

６ ことばを大切
にし、感性豊
かな子どもを
育てます 

１ 子ども一人 
ひとりが大切
にされ、共に
育つ教育を 
進めます 

３ 心身ともに健
やかな子ども
を育てます 

４ 命の大切さや
多様性につい
て理解し、思
いやりの心を
持つ子どもを
育てます 

５ 未来を切り拓
く子どもを育
てます 
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力
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を
育
む 自

分
を
大
切
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人
を
大
切
に 
ふ
る
さ
と
宝
塚
を
大
切
に
す
る
人
づ
く
り ［ 基本方針 ］ 
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（１）保幼小中の連携教育を進めます 
（２）学校園での教育研究活動を促進します 
（３）教員の働き方改革を推進します 

（４）教員の連携により子どもたちを見守り、 
課題の解決に取り組みます★ 

（１）教員の授業力向上を図ります 
（２）
（３）
（４）

★ 

（１）学校園施設等の安全・安心な環境を整備し
ます 

（１）学校園の適正規模及び適正配置など、教育
環境の整備を進めます 

（２）ＩＣＴ環境の整備を進めます 
（３）地球環境にやさしい学校園づくりを進めます 

８ 学校教育を担
う人材の育成
に努めます 

９ 安全・安心な

学校園の整備
を進めます 

７ 学校園の組織
の充実を図り

ます 

10 時代に応じた

教育環境の整
備に努めます 

Ⅱ 
学
校
園

、教
職
員
の
教
育
力
を
高
め
る ［ 基本目標 ］ ［ 今後５年間において取り組む各施策 ］ ［ 方向性 ］ 

（１）学校・家庭・地域の連携を強めます 
【重点施策８】★ 

（２）学校園の情報を発信するとともに、 
地域の教育力を活用します 

（３）発達段階に応じた体験活動を充実させます 

（４）子育て支援事業を充実させます 

（５）伝統・文化等に関する教育を充実させます 

（１）誰もが学べる場と機会を整えます 
（２）人と人とのつながりを築きます 

（３）学びあいを通じて地域を考えます 

（１）図書館の市民利用の拡大に努めます 

（１）文化遺産の保全継承と活用に努めます 
（２）郷土資料の収集と情報の発信を進めます 

（１）スポーツ環境の整備に努めます 
（２）スポーツ機会の提供に努めます 

（３）スポーツ活動の活性化を図ります 

12 学びをまちづ
くりに生かし
ます 

11 家庭・地域と

連携し、子ど
もの発達を 
支援します 

13 魅力ある図書
館づくりを 

進めます 

14 ふるさと宝塚
の文化遺産を

守り、活用 
します 

15 市民のスポー
ツライフを 
支援します 

Ⅲ 
市
民
全
体
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生
涯
を
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【いじめ問題等の再発防止に向けた取組について】 
下記の体系中、施策名称に「★」の記載があるものは、『宝塚市いじめ問題再発防止に関する

基本方針』における５つの柱と特に関連性が強い施策です。 
本市におけるいじめ問題等の再発防止に向けた取組については、６６ページを参照ください。 


